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A b s t r a c t

At this article, it did the reexamination based on the various literature and the research about the contents and 

the frame of the social work practicum about the social worker training-up course.

As a result, it is the help which is based on the viewpoint of the respect of the

①　human rights, the right support, the independent support.

②　The thinking much of the attitude to the client

③　The improvement of the communication skill

④　The thing that the points such as the practicing understanding of a work

are important became in the clarifying.
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要　旨

本稿では、社会福祉士養成課程における社会福祉援助技術現場実習の内容と枠組みについて、各種文献･研

究をもとにその再検討を行った。その結果、①人権尊重、権利擁護、自立支援の視点に基づく援助　②利用

者に対する態度の重視　③コミュニケーションスキルの向上　④　援助過程を通したソーシャルワークの実

践的理解、といった点が重要であることが明らかになった。
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Ⅰ　研究の意義と問題の所在

我が国における社会福祉士の養成にあた

り、社会福祉援助技術現場実習が重要である

ことに異論を唱える人はいないであろう。

しかしながら、その内容や習得すべき目標

については一致した見解があるわけでもな

く、また、実際の実習・実践を行う養成サイ

ドからの問題提起も乏しかったように思われ

る。そのように受け止めるなら、社会福祉援

助技術現場実習は厚生労働省の定めたシラバ

ス
　　１）

から、いきなり実際の実習プログラムへと

展開することを黙認していたことになる。

本稿では、このシラバス以外の各種知見か

ら、社会福祉援助技術現場実習のあり方を探

るとともに、筆者の教育経験と重ね合わせて、

実習内容を再検討し、その妥当性を検証する

ものである。

また、諸外国ではソーシャルワーカーは

ジェネリック・ジェネラリストであるという

見方が一般的である。日本の社会福祉士がイ

コール、ソーシャルワーカーであり、ジェネ

ラリストであるということは未だ検証されて

いないが、少なくても国家試験科目の広範さ

や社会福祉援助技術に関する文献･資料から

すると、その方向を目指すものであると判断

して良いであろう。

さらに、ジュネラリスト、ジェネリックと

いうことに関連した古くて新しい問題を述べ

ておきたい。それは、社会福祉援助技術現場

実習が制度的・機能的に分化した社会福祉施

設というスペシフィックな場で行うことへの

違和感である。言い換えると、社会福祉士と

いうジェネリックな専門職の養成を、社会福

祉施設というスペシフィックな場で行うこと

の意味であり、また、社会福祉施設内でソー

シャルワークの実習としていかなる内容や目

標を想定できるのか、という問題提起でもあ

る。

これらは大きなテーマであり、限られた紙

面と筆者の力量では答えを見出すことはでき

ないが、「社会福祉士と介護福祉士の実習の

差異」「マクロな実習、ミクロな実習」など

と表現を変えつつ、多くの者が直感的・感覚

的に疑問を抱えているように思う。

本稿はこのような疑問に対し、実習内容の

枠組みを示すことにより、問題整理の一助に

なることを願うものである。

Ⅱ　研究方法

まず、各種文献･研究報告などをもとにし

た分析と検討を行った。これは、社会福祉援

助技術現場実習に関して行うことは言うまで

もないが、その他にも「ソーシャルワーカー

の養成」「社会福祉援助技術演習」といった

観点からの文献研究も行った。これらを統合

化した形で、厚生労働省のシラバスを拡大し、

社会福祉援助技術現場実習の枠組みの提起を

行った。

なお、筆者の教育経験をもとに、内容の一

部に解釈と表現の変更を行ったことを付記し

ておく。

Ⅲ　研究内容

以下に、各文献･報告等の要旨を述べる。

１　厚生労働省の動き

厚生労働省は平成1 1年３月に「福祉専門職

の教育課程等に関する検討会報告書」
　　２）

を作成

している。そこでは、期待される社会福祉士

像として表１－１のような資質を求め、教育

課程として表１－２の内容を述べている。そ

して、これを受けた形で社会福祉援助技術現

場実習のシラバス
　　３）

（表２）が、平成1 4年４月

に改定され、今日にいたっている。

以上のことを、整理したものが表３である。

これによると、実習を展開するにあたっての

必要な意識・視点を「人権尊重、権利擁護、

自立支援」としており、また、問題の把握も

含めた「総合的で適切な援助」といったもの

を求めている。くわえてコミュニケーション

に関する能力や、他職種との連携・協働とい

った点にも注目していることがうかがえる。
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２　日本社会福祉士会による調査研究

日本社会福祉士会では1 9 9 3年１月、日本

ソーシャルワーカー協会の倫理綱領を同会の

倫理綱領として採択した。これは、社会福祉

援助技術現場実習を行うにあたって、直接的

な示唆を与えるものではないが、その原則に

おいて「人間としての平等と尊厳」「自己実

現の権利と社会の責務」「ワーカーの職責」

の三点を述べ、クライエントとの関係におい

て、その「利益の優先」「個別性の尊重」「受

容」「秘密保持」の四点にふれている。

また、日本社会福祉士会は､ 2 0 0 0年度から

３ヵ年にわたり、実習指導者養成研修プログ

ラム基盤構築事業を行っている。それらの報

告を加えて、知見を整理してみたい。

（１） 重要と思われる実習経験

2 0 0 0年度の報告書
　　４）

では、社会福祉士実習

の受け入れを中心になり担当している社会

福祉士への調査を行っている。そのおおま

かな属性は、老人福祉関係施設に所属する

者が3 3％、知的障害関係施設に所属する者

が2 8％でその三分の二近くを占める。入所

施設･通所施設の別で見た時には、入所施

設に勤務する者が7 3％であった。

そのなかで、実習指導における重要実習

項目は表４－１の通りとなっている。傾向

として、クライエントに関する業務への回

答が多くみられ、対人関係の形成能力など

も回答の上位にあげられている。

（２） 実習の三層構造

2 0 0 1年度の報告書
　　５）

では実習を、「職場実

習」「職種実習」「ソーシャルワーク実習」

の三つに分化し、後者を高次のものとして

位置づけた点に特徴がある。合わせて施設

種別ごとに実習内容の具体例を示してい

る。

また、社会福祉専門職の専門性の基本的

構成要素を、既存の文献を基に提示し直し

ている。（表５）
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（３） 伝えるべき社会福祉士像

2 0 0 2年度の報告書
　　６）

では、伝えるべき社会

福祉士像として「①ソーシャルワークを行

う専門職」「②倫理綱領に基づく専門的な

価値･知識･技術を習得して実践を行う」

「③職能団体を組織し、その組織の下に、

研鑽と社会的な活動を行う」の三点を掲げ

ている。

①では、個人又は人々の「社会的に機能

する力」を強めることを重視し、個人又は

人々と環境とが相互に作用し、影響しあう

境界に生ずる問題を解決するために接点に

介入〔働きかけ〕することを強調している。

３　日本社会福祉士養成校協会等の研究

日本社会福祉士養成校協会では、「社会福

祉士専門職教育における現場実習教育に関す

る研究」
　　７）

として、2 0 0 2年度より学生のコンピ

テンシーと実習スーパービジョンに関する研

究を行っている。

この他に、ソーシャルケアサービス従事者

養成･研修研究協議会では、社会福祉援助技

術現場実習の受入及び実習指導の状況に関す

る調査８）を行っている。そこでは、重要と考

えられる実習指導項目が、クライエントに関

することがらだけではなく、「実習した職種

の業務内容に関する理解」「実習施設･機関に

関する理解」「「実習施設･機関に関連する社

会資源に関する理解」も重要であるという結

果が出ている（表４－２）。

４　社会福祉援助技術演習のテキストから

社会福祉援助技術現場実習のテキストの大

半は、前述の厚生労働省のシラバスの変更に、

準じた構成をとることとなった。ここで筆者

は表６の通り、社会福祉援助技術演習のテキ

ストの項目･内容の整理を試みた。その理由

は、社会福祉援助技術を学ぶ車の両輪である

演習テキストを吟味することによって、違っ

た角度から、実習に求められるものが明らか

になるのではないかと考えたからである。

結果は、｢面接技法｣「援助態度」「コミュ

ニケーション技法」などが学ぶべきことがら

としてあげられているとともに、内容的には

マイクロカウンセリングの理論に基づいて展

開されているような記述が目立った。
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５　国際的なソーシャルワーク教育の動向

レビューの最後に、ソーシャルワークに関

する国際的な今日の動向についてもふれてお

きたい。2 0 0 0年７月に行われた国際ソーシャ

ルワーカー連盟（I F S W）の総会で示された定

義は以下の通りである。

ソーシャルワークは人と環境について

の全体論的なとらえ方に焦点を合わせた

様々な技能、技術及び活動を利用する。

ソーシャルワークにおける介入の範囲

は、主として個人に焦点を置いた心理社

会的なプロセスから社会政策、社会計画

および社会開発への参画にまで及ぶ。

また、2 0 0 1年７月に、国際ソーシャルワー

カー連盟（ＩＦＳＷ）および国際社会事業学

校連盟（I A S S W）はソーシャルワークの国際

的な定義の採用について合意に達した。

ソーシャルワーク専門職は、人間の福

利（ウェルビーイング）の増進を目指し

て、社会の変革を進め、人間関係におけ

る問題解決を図り、人びとのエンパワー

メントと解放を促していく。ソーシャル

ワークは、人間の行動と社会システムに

関する理論を利用して、人びとがその環

境と相互に影響し合う接点に介入する。

人権と社会正義の原理は、ソーシャル

ワークの拠り所とする基盤である。

これらの表現から読み取れることは、ひと

つは「全体的･総合的な生活」を見る視点の

大切さではないだろうか。また、ソーシャル

ワークは、個人に焦点を置いた心理社会的な

プロセスから社会政策、社会計画、社会開発

の参画にまで及ぶなど、ジュネリック、統合

的と表現されるような視点が強調されている
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こともうかがい知れる。

さらに、2 0 0 0年７月に国際社会事業学校連

盟（I A S S W）と国際ソーシャルワーカー連盟

（I F S W）との合同会議の際、国際最低資格基

準委員会が設置されている。その後、2 0 0 2年

に「ソーシャルワーク教育国際基準に関する

討議文書」が公表され、ソーシャルワーカー

の教育及び養成に関して各国内の規範及び基

準を展開するためのガイドラインとして用い

ることができるとされた。その内容には「実

習を含むカリキュラム（教科）に関する基準」

が含まれており、前述したとおり、ソーシャ

ルワークの実習と社会福祉援助技術現場実習

との関係とが未整理の我が国の現状では、そ

のまま租借することはできないが、その考え

方や構造には学ぶべき点もあり、今後はこの

基準を視野に入れて、実習の内容等を検討し

ていくことが必要となろう。

Ⅳ　整理と考察

以上の内容を統合的に整理したものが、表

７である（その全体像と構成要素を損なわな

い程度に、筆者が若干の表現変更を行ってい

る。）。以下にポイントごとの考察を行いたい。

１　獲得すべき価値

シラバスに基づくなら、表７のⅠ－( 1 )の通

り、人権の尊重、権利擁護、自立支援といっ

たことが重要となってくる。また、表４－１、

４－２に示されたように、利用者に対する態

度が重視されているが、これは実習受け入れ

先の指導者から強く主張されていることにも

注目したい。すなわち、学生･養成校サイド

と実習受け入れサイドとの温度差が出ないよ

うに、養成校教員は常にこの点を意識してお

く必要があるのではないだろうか。

しかし、現実に実習生がこれらを理解し、

自らの態度として行動することは簡単ではな

い。その教育方法、教材、効果測定など課題

となるべきことがらは多く、少人数での指導、

演習との連携などその方法に関しては模索を

続けることとなろう。

２　前提となる知識

実習実施前でもある程度座学で学習できる

ことがらとしてカテゴライズを行った。ここ

で強調したいのは以下の二点である。

ひとつは、コミュニケーション・人との接

し方が課題になっているということである。

筆者の体験や教員を対象とした各種セミナー

等の意見交換
　　９）

では、実習前･実習後のいずれ

の段階でも学生にとっては大きな課題として

とらえられており、この点に関する知識の獲

得と実践的トレーニングが必要であることが

確信できる。

ふたつめは、ソーシャルワークに関する学

習と理解の重要性である。本学では、社会福

祉援助技術現場実習を1 2日間、各２回実施す

ると言う形式をとっているが、とりわけ初回

の実習では社会福祉援助技術の実践というよ

りも、体験･経験としての実習にとどまる者

も見られるところである。これは、結果とし

て社会福祉援助技術･ソーシャルワークの実

習ができたかできなかったかという視点では

なく、｢理由･意図｣を意識した言動を行って

いたかどうかという観点で評価してみてはど

うであろうか。

余談ではあるが、筆者が前述の日本社会福

祉士養成校協会のコンピテンシーに関する調

査
　1 0）

の項目を流用し、平成1 5年1 1月に初回の実

習を終えたばかりの担当グループの学生1 4名

に問うてみたところ、「自らの実習をソー

シャルワーク実習としてはどう評価していい

かわからない」と大半の学生が回答した。実

習の場面においてどのような社会福祉援助技

術が用いられているのか、実習を行う学生が

拠って立つソーシャルワークとはいかなるも

のなのか、ということへの事前理解が不十分

であったことを反省させられた次第である。

また、筆者は特別養護老人ホーム･老人デ

イサービスセンターでの実習を担当すること

が多いが、身体介護に関する知識･技術の不

十分さを不安に感じる学生が少なくない。こ

れについては、ごく基本的な知識･技術を伝

え、それを行う場面を通じて利用者とのコミ

ュニケーション、利用者の理解をはかるとい

う意識づけを行っている。この点については、

身体介護の知識･技術の多寡ではなく、学内
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での事前指導で何を行ったのか、あるいは、

実習受け入れ側として学んできて欲しいこと

は何か、ということの打ち合わせを綿密に行

うことのほうが、経験的には重要だと思って

いる。

３　現実の実習において展開･習得される

知識･技術

（１） 利用者の理解と接する態度

実習受け入れ先の指導者が強調している
　　1 1）

こ

とがらは、「共感的･理解的に接する技能」

「利用者の人権･人格を尊重する態度」「利用

者の課題･ニーズに関する理解」の三点であ

る。

これらの達成には、様々な方法があると思

われるが、いずれにせよ実習受け入れ先の指

導者によるスーパーバイズに負うところが大

きいといえるであろう。また、なぜ前述の三

点が重要なのか、どのようなふるまいや態度

が望ましいのかということを現実の場面･状

況のなかで、実習生はフレキシブルに理解し

なければならないこととなる。対人援助の入

り口であり原点とでも言うべきこれらの課題

は、実習中・後の個別指導で丁寧に解決され

なければならない。そして、その有無により

学生自身が成長する度合に大きな差が出るよ

うに感じている。

（２） 面接技法とコミュニケーション

これらは演習において事前学習の一部とし

て実施･展開されていると思われるが、要援

護高齢者を対象とした実習の場合、独特の問

題が生じうる。それは、発語ができない利用

者、痴呆の利用者とのコミュニケーションの

難しさである。

これは、見ようによってはノンバーバルな

コミュニケーションの難しさ･大切さにふれ

る良い機会なのであるが、その打開策を見出

せないまま実習を終える学生が多いのが現状

である。痴呆症状を持つ利用者の“世界”を

感じ取ろうとすること、発語(反応)しないの

ではなく反応できないのだということ、など

いかに知識を事前に注入しても、リアルな現

実に身がすくんでしまうようである。

また、面接技法についてはマイクロカウン

セリング的な手法に頼ることにより、学生間

の模擬体験である程度、技法の習得がなされ

るように感じている。

前述したように、コミュニケーションに関

しては実習前･実習後のいずれの段階でも学

生が課題であると感じる傾向にある。その評

価にあたっては、獲得した技法に沿って（ま

たは意識して）ふるまうことができたかとい

う観点と、個別･状況別の違いにどのように

対応したのか、などという主体的側面と客観

的側面とに分けての評価が求められてくるよ

うに思われる。

（３） 問題解決過程の技術

社会福祉援助技術のプロセスを学ぶという

ことになるが、いくつかポイントになると思

われる点を順次述べていきたい。

まず、アセスメントがどのように行われて

いるのかという点である。介護保険制度や支

援費制度の導入によりこれらは実体化してき

たわけであるが、その手法と制度との関連に

ついて、実例を通じて学んで欲しいものであ

る。また、入所前の自宅への訪問などは、家

族や他職種との連携もうかがい知ることので

きる可能性を内在している。

このアセスメントを経て、ニーズ･問題の

把握･明確化が成されていくこととなる。こ

こでは、アセスメントからニーズの明確化、

プランニングへといたるシステムとそれを決

定づける視点が重要であると思われる。

もう少し丁寧に述べるなら、ニーズの設定

を行う際は、ある現象や事実が改善すべきこ

とがらかどうかという援助者の「価値判断」

が含まれている。と考えるなら、そこでは、

クライエント本人の「同意と契約」を欠かす

ことができない。これは提供されるサービス

のモニタリングと評価の段階でも同様であ

る。権利擁護に関しても表７Ⅲ－( 3 )－⑦でふ

れているが、利用者主体の問題解決過程を、

学生には学んで欲しいのである。

また、ニーズの明確化が個別ケアに大きく

貢献していること、個別ケアを進めるために

はサービスやケアを創造していく視点が必要

となること、予防的なケア･サービスの意義、
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などを実感と共感を伴い学生が理解してくれ

ることが期待される。

これらの援助プロセスを学ぶために過去に

有効であった手段として、「自分が関わった

利用者のケース記録等を遡って閲覧し、その

うえで疑問や視点を整理しスーパーバイズを

受ける。」「ショートステイ利用者の入所から

退所まで一環して関わる。」などの例がある。

前者はとりわけ現象の言語化･概念化に奏功

し、後者は職員の不安や戸惑い、濃密な目配

りや対応などを目の当たりにすることで援助

者の専門性の概括的な理解を促進したと思わ

れることも付記しておきたい。

（４） 在宅生活への相談援助

ここまでの記述は、やや施設にそれも入所

施設に傾いたきらいがあった。とはいえ、現

実に社会福祉士養成校の社会福祉援助技術現

場実習は圧倒的に施設で行うことが多く、ま

た施設の絶対数を考えると老人福祉関係施設

で実習する者の数が多いというのが現実であ

る。

そこで、ここでは施設入所者と在宅生活者

とに対する支援の方法･内容の差異を整理し

ておきたい。

ひとつは、在宅生活は支援の個別性が高い

という点である。障害関係の施設に代表され

るように日本の社会福祉施設は年齢や障害の

内容･程度別に分類され、結果的に似通った

要援護性の入所者が集まることとなった。

ニーズの拡散性が低いという言い方もできよ

う。また、そこでのケアは、やや画一的な方

向･内容となり、全生活を保障するかつての

措置施設は、身辺介助はいうに及ばす、余暇

活動や金銭管理などその生活のほぼ全てを施

設職員が行ってきた。

しかし、在宅で人間が暮らしていくという

ことは、食事から買い物、通院、趣味活動、

緊急時の対応等、必要な手助けを誰かしらが

分散して行い、本人が直接または援助者によ

り、それらをアレンジしていかねばならない

ということである。したがってケアマネージ

メントといった手法や、家族を単位とした支

援、近隣住民による見守り・励まし･声かけ･

相談といったインフォーマルなケア、欠乏し

ている支援方策の開拓、などを強調した支援

が展開されることとなる。以上述べたことは、

入所型施設などでは直接的には意識されるこ

とが少ない観点であり、在宅生活者への支援

は施設生活者のそれとはちがった内容や方法

が求められるという意味である。

社会福祉士がジェネラリストであるとする

なら、施設入所者と在宅生活者のいずれにお

いても支援をすることのできる技術と視点を

習得すべきであろう。

（５） 他職種との連携と協働

今ほど述べた在宅生活者への支援はもとよ

り、施設生活者支援する者にとっても他職種

との連携と協働は重要である。施設内の他職

種はもとより、同職種、施設外の専門職、ボ

ランティア、住民などとの協働は、支援に厚

みと広がりをもたらすものである。

しかし、そのためには情報の共有や、援助

目標の明確化･共有が不可欠となってくる。

実習においてはそのシステムと具体的な展開

方法を学ぶこととなる。

繰り返すが、多くの人が、異なる立場の人

が関わることによって、支援は厚みと彩りを

生みだす。そしてそのことが、つまるところ、

援助を受ける立場の人に利益と安定をもたら

すこともまた、重要な学習課題である。

Ⅴ　まとめと課題

まとめとして、本稿により明らかになった

ことと残された課題の整理を行う。

実習を構成する中心的な要素は、①人権尊

重、権利擁護、自立支援の視点に基づく援助

②利用者に対する態度の重視　③コミュニ

ケーション能力の向上　④援助過程を通した

ソーシャルワークの実践的理解、といった点

であることが明らかとなった。

厚生労働省が定めた社会福祉援助技術現場

実習のシラバスは、その記述にやや物足りな

いところがあり、最低限の内容を定めるにと

どまっていた。本研究による整理と考察は、

斬新さに欠ける結果ではあったが、その構成

要素と全体像を整理することができた。部分

的に異論はあるかもしれないが、筆者の職業
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経験の限りにおいては納得のできる内容・結

果であると受け止めている。

さらに、個人的なことではあるが、実習指

導を行うにあたっては、個別支援、環境とク

ライエントとの接点への介入、在宅生活への

援助など、ある程度のソーシャルワークの理

解がなされないと、焦点がぼけ、枠組みが不

明瞭な実習になるという因果関係が筆者の中

で整理され明確になったことも収穫である。

今後の課題としては、種別ごとの実習施

設･機関を例にとった具体的実習プログラム

の検討と目標設定、それらを支える事前事後

の学習システム、スーパーバイズのあり方の

検討などがあげられる。

最後に、本稿の内容と論理的な関係づけは

できないが、実習を行う学生が抱える課題や

不安についてふれておきたい。

実習を行うにあたって、適切な援助ができ

るか、自分には能力や技術がない、ミスを犯

したらどうしようといった、不安を抱える学

生がしばしば見受けられる。これについては

綿密な事前学習や、教員への相談、過去の記

録の閲覧等である程度は解決できる問題だと

考えている。

また、コミュニケーションがうまく取れな

いことが実習前後のいずれにおいても学生の

課題になっていることは、既にふれたが、

「職員･利用者との人間関係がうまく形成でき

るのか」ということについて悩んでいる学生

が主観的には多いように見受けられる。相手

が気分を害したら、とか、職員や利用者に受

け入れてもらえるのか、などと“出ないおば

けを怖がっている”ような悩みではあるのだ

が、学生との対話を通して、筆者の予想以上

に多くの者が同じ気持ちを抱えているように

感じている。

そのような不安やおそれを学生が抱えてい

ることへの配慮の必要性を本研究の成果と合

わせ強調し、まとめとしたい。

注

１）社会福祉士養成施設等における授業科目の目標

及び内容並びに介護福祉士養成施設等における授

業科目の目標及び内容について（昭和6 3年２月1 2

日（社庶第2 6号）（各都道府県知事あて厚生省社会

局長通知）

２）厚生労働省「福祉専門職の教育課程等に関する

検討会報告書」、平成1 1年

３）上記１）に同じ

４）日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実習

指導者養成研修プログラム基盤構築事業2 0 0 0年度

研究事業報告書」日本社会福祉士会、2 0 0 1

５）日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実習

指導者養成研修プログラム基盤構築事業2 0 0 1年度

研究事業報告書」日本社会福祉士会、2 0 0 2

６）日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実習

指導者養成研修プログラム基盤構築事業2 0 0 2年度

研究事業報告書」日本社会福祉士会、2 0 0 3

７）日本社会福祉士養成校協会「社会福祉士専門職

教育における現場実習教育に関する研究」、2 0 0 2

８）ソーシャルケアサービス従事者養成・研修研究

協議会「社会福祉系大学、専門学校、高等学校福

祉科等におけるソーシャルワーク教育方法および

教育教材の開発に関する研究報告書」、2 0 0 2

9）日本社会福祉士養成校協会「第５回ソーシャル

ワーク実践教育研修講座ワークショップ」など

1 0）上記７）に同じ

1 1）上記４）、８）に同じ。

〈参考文献〉

( 1 ) 日本社会事業学校連盟・全国社会福祉協議会編

「社会福祉施設現場実習指導マニュアル」全国社会

福祉協議会、1 9 8 9

( 2 ) 日本社会事業学校連盟・全国社会福祉協議会編

「新 社会福祉施設現場実習指導マニュアル」全国

社会福祉協議会、1 9 9 6

( 4 ) 日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実

習指導者養成研修プログラム

基盤構築事業2 0 0 0年度研究事業報告書」日本社会

福祉士会、2 0 0 1

( 5 ) 日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実習

指導者養成研修プログラム基盤構築事業2 0 0 1年度

研究事業報告書」日本社会福祉士会、2 0 0 2

新潟青陵大学紀要 第４号　　2004年３月

The content and the frame which is required to the social welfare practicum



( 6 ) 日本社会福祉士会実習指導者養成研究会「実習

指導者養成研修プログラム基盤構築事業2 0 0 2年度

研究事業報告書」日本社会福祉士会、2 0 0 3

( 7 ) 福山和女ほか編「社会福祉援助技術現場実習指

導・現場実習」ミネルヴァ書房、2 0 0 2

( 8 ) 黒木保博ほか編「社会福祉援助技術演習」ミネ

ルヴァ書房、2 0 0 3

( 9 ) 社会福祉教育方法･教材開発研究会編「新社会福

祉援助技術演習」中央法規出版、2 0 0１

( 1 0 ) 川村隆彦「価値と倫理を根底に置いたソーシャ

ルワーク演習」中央法規出版、2 0 0 2

( 1 1 ) 奈良県社会福祉協議会編「ワーカーを育てるス

ーパービジョン」中央法規出版、2 0 0 0

( 1 2 ) 渡部律子「高齢者援助における相談面接の理論

と実際」医歯薬出版、1 9 9 9

( 1 3 ) 社会福祉専門職における現場実習の現状とこれ

からのあり方研究会「社会福祉専門職における現

場実習の現状とこれからのあり方に関する調査研

究報告書」北星学園大学社会福祉学部、2 0 0 2

( 1 4 ) 日本社会福祉士養成校協会「社会福祉士専門職

教育における現場実習教育に関する研究」、2 0 0 2

( 1 5 ) ソーシャルケアサービス従事者養成･研修研究協

議会「社会福祉系大学、専門学校、高等学校福祉

科等におけるソーシャルワーク教育方法および教

育教材の開発に関する研究報告書」、2 0 0 2

156

新潟青陵大学紀要 第４号　　2004年３月

社会福祉援助技術現場実習に求められる内容と枠組み


